
東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
の
追
悼

「
み
や
ぎ
鎮
魂
の
日
」

　
3
月
11
日
㈪
午
後
2
時
46
分（
1
分
間
）に
、

町
内
各
所
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
で
、

サ
イ
レ
ン
音
を
1
分
間
鳴
ら
し
ま
す
。
当

日
は
、
午
前
10
時
と
午
後
2
時
30
分
の
2
回
、

防
災
行
政
無
線
で
黙
と
う
を
呼
び
か
け
る
事

前
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
つ
い
て

　
3
月
1
日
㈮
よ
り
本
籍
地
以
外
の
市
区
町
村

の
窓
口
で
も
戸
籍
証
明
書
類
の
取
得
が
可
能

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
戸
籍
届
出
時
に
お
け
る

戸
籍
謄
本
の
添
付
が
不
要
と
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
戸
籍
証
明
書
類
に
つ
い
て
一
部

発
行
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
戸
籍
住
民
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

利
府
町
中
央
児
童
セ
ン
タ
ー

内
覧
会
を
開
催
し
ま
す

　
4
月
に
開
館
す
る
利
府
町
中
央
児
童
セ
ン

タ
ー
の
内
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
と　
き

　
3
月
25
日
㈪
午
後
1
時
～
午
後
4
時

●
と
こ
ろ

　
利
府
町
中
央
児
童
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
利
府
町
中
央
2
丁
目
11
番
地
2
）

●
対　
象

　
町
内
に
お
住
ま
い
の
方

※
事
前
申
込
不
要

※
遊
具
で
遊
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　
子
ど
も
支
援
課　
子
ど
も
企
画
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
3

令
和
6
年
度
児
童
ク
ラ
ブ
の

入
所
申
込
に
つ
い
て

①
令
和
6
年
度
か
ら
は
年
度
途
中
の
入
所
を
毎

月
1
回
、
概
ね
1
日
か
ら
の
入
所
の
み
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
申
込
期
間
は
入
所
希
望
月
の
前
月
1
日
か
ら

15
日
ま
で（
期
間
の
末
日
が
土
・
日
曜
日
、

祝
日
の
場
合
は
、
前
日
の
役
場
開
庁
日
ま
で
）

で
す
。

②
令
和
6
年
度
か
ら
は
小
学
5
年
生
・
6
年
生

に
あ
た
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
等
が

午
後
3
時
を
超
え
る
時
間
ま
で
勤
務
し
て
い
る

方（
通
勤
時
間
は
除
く
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
入
所
予
定
児
童
が
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育

手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は

午
後
1
時
30
分
を
超
え
る
時
間
ま
で
、長
期

休
業
期
間
の
み
の
利
用
の
場
合
は
正
午
ま
で

の
勤
務
時
間
で
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
次
回
の
入
所
日
は
5
月
1
日
で
す
。（
4
月
1
日

入
所
の
申
込
は
既
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。）

※
既
に
定
員
を
超
え
て
い
る
施
設
に
つ
い
て

は
、
入
所
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
急
な
事
情
に
よ
り
、
利
用
が
必
要
と
な
っ
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
左
記
担
当
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問　
子
ど
も
支
援
課　
子
ど
も
企
画
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
3

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
の
ご
案
内

　
仕
事
が
忙
し
く
窓
口
に
行
け
な
い
、
申
請
方

法
が
分
か
ら
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
申
請
す
る

こ
と
が
難
し
い
、
そ
ん
な
お
悩
み
に
職
員
が
勤

務
先
や
地
域
へ
出
向
き
、
無
料
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
申
請
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
対
象
団
体

　
利
府
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
申
請
を
希
望

す
る
方
が
5
人
以
上
い
る
町
内
の
企
業
や
町
内

会
・
サ
ー
ク
ル
等
の
団
体

●
実
施
期
間　
3
月
29
日
㈮
ま
で

　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
※
実
施
日
時
は
要
相
談
。日
程
等
を
調
整
し
、

実
施
日
を
決
定
し
ま
す
。

●
申
込
条
件

　
申
請
団
体
が
、
会
場
や
町
が
持
参
す
る
機
器

の
電
源
確
保
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
無
償

で
提
供
で
き
る
こ
と
な
ど

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

オ
ー
ト
テ
ス
ト
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

●
オ
ー
ト
テ
ス
ト
と
は
？

　
ス
ラ
ロ
ー
ム
や
車
庫
入
れ
な
ど
を
決
め
ら
れ

た
コ
ー
ス
内
で
行
い
、「
走
行
タ
イ
ム
」と「
運
転

の
正
確
さ
」を
競
う
競
技
で
す
。

　
助
手
席
に
お
仲
間
や
ご
家
族
を
乗
せ
て
走
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
マ
イ
カ
ー
で
気
軽
に

体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
オ
ー
ト
テ
ス
ト
に
出
場
す
る
と
、
本
格
的
な

モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
競
技
会
の
入
口
と
な
る

国
内
B
ラ
イ
セ
ン
ス
の
申
請
資
格
を
取
得
で
き

ま
す
。（
申
請
料
別
途
必
要
）

●
と　
き　
3
月
17
日
㈰

午
前
8
時
30
分
～
午
後
3
時
30
分

●
参
加
費　
4
，0
0
0
円

　
　
（
町
民
割　
2
，0
0
0
円
※
限
定
10
名
）

　
詳
細
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
商
工
観
光
課　
観
光
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
2
0

道
路
で
遊
ぶ
の
は
危
険
で
す

　
子
ど
も
が
道
路
で
ボ
ー
ル
遊
び
等
を
し
て

い
る
姿
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら

暖
か
く
な
り
ま
す
が
、
溶
け
た
雪
等
で
路
面
が

凍
結
し
、車
に
よ
る
滑
走
事
故
が
発
生
し
や
す
い

た
め
、交
通
事
故
の
危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

保
護
者
の
方
は
、子
ど
も
に
繰
り
返
し
交
通

ル
ー
ル
や
道
路
で
遊
ぶ
危
険
性
を
教
え
て
い
た
だ

き
、交
通
事
故
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

声の広報
視覚に障がいのある方に対し、声で広報紙の内容を聞くことができる「声の広報」を、CDにて無料で貸し
出していますので、お気軽にお問い合わせください。　問  秘書政策課　秘書広報係　☎767-2112  

●日曜開庁日
3月10日（日）、24日（日）、4月7日（日）、14日（日） 午前9時〜午後1時

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、住民票等の諸証明発行、納税相談、
水道開閉栓手続き、町内小中学校転入転校手続き（3月24日、4月7日のみ）

●夜間納税相談窓口
3月29日（金） 午後8時まで

●今月の納期限
4月1日（月）

　  ・国民健康保険税（第10期）・後期高齢者医療保険料（第9期）
●マイナンバーカード交付臨時窓口

①夜間臨時窓口   3月7日（木）、21日（木）午後7時30分まで
②休日臨時窓口   3月10日（日）、24日（日）午前9時〜午後5時

　※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。
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電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）

　町では、障がいのある方の地域生活の利便性向上や社会参加を促進して福祉の向上を図ることを目的に、自動車の
ガソリン等費用またはタクシーの利用料金の一部を助成しています。今般の物価高騰による負担増等を踏まえ、その
助成額を令和6年度から下記のとおりに変更します。既に受給されている方には後日更新のお知らせを発送します。
また、対象となっている未申請の方は、下記担当までお申し込みください。

障害者自動車ガソリン等費用補助・福祉タクシー利用料
助成事業助成額を増額します

問　地域福祉課　障がい福祉係　☎767-2148

令和5年度　物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金事業一覧

助成額
障害者自動車ガソリン等費用補助 2,000円/月⇒3,000円/月

障害者福祉タクシー利用料助成事業 2,400円/月⇒3,000円/月

対象者 ※いずれも原則、在宅の場合に限ります。

・身体障害者手帳1、2級
・療育手帳A　・精神障害者保健福祉手帳1、2級

令和5年度　物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金給付事業一覧

　本町では、国の交付金を活用し、エネルギー・資材価格等の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者の
負担軽減を図るため、下表のとおり事業を実施します。

物価高騰支援事業を実施します

令和6年度 会計年度任用職員募集
【任用期間　5月１日〜 9月30日】

職　種 ①職務内容　②資格要件　③募集人数　④勤務時間等　⑤報酬　⑥加入保険等　⑦勤務場所 申込期限
（必着）

事務補助 ①子ども支援課業務に係る事務補助　②なし　③1人　④平日　週5日　午前9時～午後4時　
⑤月額129,261円　⑥健康保険、厚生年金、雇用保険　⑦役場

3月29日
（金）

問　子ども支援課　子ども給付係　☎︎767-2193
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